
消費者歓害防止出前講座

資料作成 :群馬県消費生活センター

消費者から商品 サービスの契約士鼻資をどの トラブルに関する相談を受け付ける

相融窓日です。相談員が問題解決のための助言、あつせん、情報提供を行います。

(掘)憲 質商法の彼害にあつた

事業者と契約 トラブルになつた … …など

(2)消 費生活センターの相談受付状況

● 相談件数 (県センター)  平 成24年 度 4. 678件

(市町郡センター) 11, 890件

県全体の相談件敷 16, 568件

→ '日 あたりの平均相ま作政

およそ 45件

● 相説件数の年齢内訳の比率 (平成24年 度)

20歳 未満 20歳 代 30歳 代 40歳 代 50歳 代 60歳 代 70歳 以上 不切

朝 7% 14% 21% 15% 14% 15% 10%

● 多く寄せられる相談内容 (平成24年 度 県 センタT分 )
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投資に関する商品、社債、

フリーローン =サラ金など

2 1食 料品      1健 康食品、魚員類など !  174

2 1運 輸 ・通信けいと
・
ス |ア ダルト情報けイト、光回線、山会い系'イトなど i  174

4 1教 毒擦楽愚   1新 間、単行本、紳士録 ・名簿など      1  106

結婚4R手紹介サービス、

冠婚葬祭五助会など

廃品回収サービス、

6 !佳 居品     |ふ とん、ミシン、消火母など i   63

7 i工 事 ・建築 ・段特 i住宅リフォームエ手など i   62

● 60蔵 以上の方から多い柏ま内暮 (平成24年 度 ・果センター分) Q◎
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(3)トラブルのをい里堅●何_

● メールやハガキなどで、一方おに

「身に覚えのない」料金を請求してきます(

【アドバイス】

連おはせず、消費生活センターに

相ましましょう。

「OO管 理局」、「OO財 務管理センター」

など、公的機関を装つて集空請求ハガキ

ポ送られてくることがあります。

●岳でつこヵと●.t,をすOth年 ●母うちの市虫・白竹内忠
(atとなる遠●やホ油とt,たと車、その打日、●おtた
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新状モ告管理センター

奨空請求ハガキ (例)

i ta4-□ 臨 a右 争 とPHE r● ● ●と,… 13,― 字trL



● アダルトサイトで、年齢確認木タン

をクリックしただけで、不当な利用

料金を請求されます。

【アド′くイス】
・利用規約が分かりにくかったり、

申込みの確認画面がない場合は、

契約が成立しているとは言えません。
・料金請求画面が消えない場合の対処法は、独立行政法人情報処理推進機得 (IPA)

のホームページに掲載されています。

● 「無料 (格安)で点検します」などと言つて訪間し、点検後、

市壊な惨理工事などを勧めてきます。          L

(掘)「水回りの点検をします」、「屋根を点検します」など

● 根拠もないのに、「必すもうかる」、「元本は保証する」などと言つて、金融商品な

どへの投資を勧めてきます。

● 「配当金が支払われない」、「返金されない」など詐軟まがいのものもあります。

● 「収入が激減して借金の返済ができない」、

「20年 以上借金しているが、返済が終わらない」など、

借金の整理などの相談もあります。

● 「説明書通りに使用していた電化理品から突然火が出た」などの

理品に関するトラブルや 「ス…ツをクリーニングに出したら、

大きなシミがついて戻つてきた」といったクリーニングに

関する箱談もあります。
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(4)思 R高 法の被書にあつてしまつたら

クーリング オ フ制度を利用しましょう

一定期間内に、消費者が無条件に契約を解除できる制度です (特定商取引法)。

筋間販売、電器勧誘販売の場合、契約書面を受け取つてから9日間以内に書面で通知します。

期間を過ぎていても、消費者契約法などにより契約を取り消せる場合があります。

く5)8■ 高法の被音にあわないために

③ 消費者自身の取り組み

② 地域での取り組み

● 情報を共有しましょう    … … (例)

(6)困 つたときは、消費生活センターに相段を

自治会の会合などで情報交換する

,

群属来消費生活センター

〒371-8570 前 橋市大手町1-1-1 昭 和庁舎1階

◇ 平日 (9:00～ 17:00)

◇ 土日 (9:00～ 12:00/10100～ 17:00)

亀活書号 027-223-3001     ※ 祝日、年末年始は休みです

メールマガジン「消費者ホットぐんま」のご素内 (月1回程度配信 ・無料)
新たな悪質商法の手口や、被書が多発している相談事例、県ホームページの更新情報、

消費生活情報誌 「ぐんまくらしのニュース」の概要等を電子メールでお届けします。

【登侵方法】件名 :「メルマガ消費者申込み」と明記の上、

【出ほ先】右記のQRコ ードを読み取つていただくか、

shoじhisha―hot―gunmaOpref gunma lg Jp まで送信してください。

[4]

「いりません !」と

はつきり断IS

不必要なものであつたら、しつこく勧誘され

ても、はつきりと断りましょう  ▲ i

すぐに決めない!


